
平成２０年２月１２日

お知らせ

明日の旭川を語る会（仮称）の開催について

～ あなたも将来の旭川を一緒に考えませんか ～

「旭川水系河川整備基本方針」が平成20年1月28日に策定されました。

中国地方整備局は、旭川について今後20～30年の具体的・段階的な計画を盛り

込んだ「旭川水系河川整備計画（国管理区間 」を策定します。）

この整備計画を策定するにあたり、地域の皆さまからのご意見を幅広くお伺い

する「地域と共に明日の旭川を考える会」を岡山市内の15箇所において開催する

とともに、治水・利水・環境の各分野に詳しい学識経験者からなる「明日の旭川

を語る会（仮称 」を下記のとおり開催致します。）

、「 （ ）」 、 。なお 明日の旭川を語る会 仮称 は どなたでも傍聴することができます

傍聴を希望される方は、事前に申し込み用紙（別紙）によりお申し込み下さい。

日 時： （金）10:00～12:00平成20年2月22日

場 所： 岡山市下石井2-6-41 (086)232-0511ピュアリティまきび

内 容：旭川の概要説明と整備計画の策定に向けた進め方について

旭川を語る会の撮影、録画は冒頭の座長あいさつまで可能とします。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 中国地方整備局
（ ） （ ）岡山河川事務所 電話 ０８６ ２２３－５１０１ 代表

副所長（技術） 植田 光明 （内線 ）205
う え だ みつあき

調査設計課長 上橋 昇 （内線 ）351
うえはし のぼる



「明日の旭川を語る会」 設立趣旨（案）

平成９年の河川法改正に伴い、これまでの｢治水｣｢利水｣に加え｢河川環境の整

備と保全｣が法の目的に追加されました。

また、河川管理者である国土交通省は、これまでの｢工事実施基本計画｣に代

わって、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す｢河川整備基本方針｣と

今後20～30年間の具体的な河川整備の目標や河川整備の内容を示す｢河川整備計

画｣を策定することとになりました。

国土交通省は、第31回社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て、平成20

年1月28日に｢旭川水系河川整備基本方針｣を策定しました。

これを受けて、中国地方整備局では、｢旭川水系河川整備計画（国管理区間）｣

を策定するために、河川整備計画の原案について学識経験者からご意見を聞く

場として、｢明日の旭川を語る会｣を設置するものです。








